
潟上市こども計画

（概要版）

令和８年３月

.



１ 計画策定の趣旨

本市を取り巻く社会環境は、急速な少子化と人口減少という大きな課題に直面しており、

子育て世帯の孤立感や経済的不安、保育人材の確保、児童虐待の予防など、こどもと子

育てを取り巻く課題は一層複雑化しています。その一方で、女性の就業率向上や多様な

働き方の広がりにより、保育や子育て支援に対する需要は増加しており、地域社会全体で

の対応が求められています。

本市ではこれまで、「次世代育成支援行動計画」や「子ども・子育て支援事業計画」を策

定し、保育サービスの拡充や施設整備、地域ぐるみの子育て支援体制の構築に取り組ん

できました。第三期子ども・子育て支援事業計画においては、国の基本指針の改正を踏ま

え、質の高い教育・保育の提供や地域に根ざした支援の充実を推進してきたところです。

こうした取組を継承・発展させるとともに、急速に進行する少子化という新たな局面に対

応するため、新たに「潟上市こども計画」を策定します。本計画は、「こども・若者たちの意

見が尊重され、健やかに自分らしく成長できる持続可能なまちづくり」を基本理念とし、妊

娠・出産期から成人に至るまで切れ目のない支援を充実させ、地域全体でこども・若者と

子育て家庭を支える体制を強化し、未来を担うこどもたちが安心して成長できる社会づく

りを推進するものです。

２ 計画の位置づけ

「潟上市こども計画」（以降、本計画という）は、「こども基本法」第 10 条第２項に基づく

「市町村こども計画」として策定するものです。第 10 条では、市町村は、国のこども大綱と

都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務

が課せられています。

また、市町村こども計画は、子ども子育て支援法第 61 条第 1 項及び次世代育成支援

対策推進法に基づく「潟上市子ども・子育て支援事業計画」と、こどもの貧困解消に向け

た対策の推進に関する法律第 10 条第 2 項に基づく「潟上市こどもの貧困対策整備計画」

を包含するとともに、子ども・若者育成支援推進法第 9条第 2項に基づく「市町村子ども・

若者計画」を一体のものとして策定するものです。

本計画は、上位計画である「第３次潟上市総合計画」やその他の諸計画など、こどもの

福祉や教育に関する他の計画とも整合を図り、調和を保った計画となります。



３ 計画の期間

本計画の計画期間は、令和８年度から令和 11 年度までの４年間とします。計画の内容

と実際の状況にかい離がある場合は、必要に応じ、計画の見直しを行います。

４ 基本理念

本市は、近年の全国的な少子高齢化及び人口減少という社会情勢の中で、将来にわた

り地域社会の活力を維持し、持続的な発展を実現することが課題となっています。

この危機的な状況を乗り越え、活力ある未来を創造するため、本計画は「こども・若者た

ちの意見が尊重され、健やかに自分らしく成長できる持続可能なまちづくり」を基本理念と

して掲げます。

この理念は、「こども基本法」の精神に基づき、全てのこどもの権利を尊重することを前

提とし、こどもや若者が一人の主体として、日常生活や将来に関する意見、要望を表明し、

それが施策に反映される環境を整備していくことも目指しています。

また、本理念の実現には、地域・家庭・学校・行政の連携による包括的な子育て環境の

整備が不可欠です。妊娠・出産期から成人に至るまで切れ目のない支援を充実させ、地

域全体でこども・若者と子育て家庭を支える体制を強化することにより、こども・若者たち

の健やかな成長と本市の持続的な発展を実現します。
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５ 計画推進の視点

基本理念の実現のため、計画を推進していく視点として、次の５つの視点を掲げて各施

策に取り組みます。

（１）こども・若者は社会を構成する担い手

本市は、こども及び若者を、将来にわたり地域社会の活力と持続的な発展を担う主

体的な存在として位置づけます。こどもたちが自らの能力を最大限に発揮し、地域の

一員としての役割を認識できるような環境整備を推進し、こどもたちの健やかな成長を

確保するとともに、本市の未来を創造する力を育みます。

（２）ライフステージに応じた切れ目ない支援

子育てを取り巻く課題の複雑化と、急速な少子化の進行に対応するため、妊娠・出

産期から成人に至るまでの切れ目のない支援体制を確立するよう、ライフステージによ

って変化するニーズに沿った包括的な支援を推進します。

（３）当事者の意見に寄り添った取組

「全てのこどもの権利を尊重し、誰一人取り残さない社会の実現」を基本的考えとし、

こどもや若者が一人の主体として、日常生活や将来に関する意見、要望を表明できる

機会を確保します。

計画の実施と評価に、こども・若者、子育て当事者の意見を反映する仕組みを充実

させるよう努めます。

（４）潟上で安心して生活できる生活基盤の確立

子育て世帯が抱える経済的な不安の解消を最重要課題と位置づけます。

若者がお金の心配をすることなく学べるよう支援することを優先し、学校関連費用

の軽減や奨学金制度の周知などの具体的な支援を強化することで、本市での安心し

た生活基盤を確立します。

（５）社会全体で応援

こどもと子育て家庭を地域全体で支える体制を強化し、複雑化する課題（孤立感や

経済的不安など）に対応します。計画の推進にあたっては、地域・家庭・学校・行政の

連携による包括的な子育て環境の整備を重点課題とし、社会全体での積極的な関わ

りを促進します。

さらに、保護者が家にいない際のこどもを預かる場やサービスの提供など、多様な働

き方に対応し、家庭の負担を軽減する支援を充実させることで、地域社会全体でこど

もを応援する意識を醸成します。



６ 基本目標

本計画では、基本理念の実現に向け、５つの視点を踏まえながら、基本となる４つの目

標を掲げ、こども計画を推進していきます。

Ⅰ こども・若者が健やかに成長できる環境整備

全てのこどもの権利を尊重し、こども・若者が地域社会の担い手として自己を肯定し、

心身ともに健やかに成長できる基盤を確立します。特に、こどもたちが自由に意見を表

明できる機会の確保と、家庭や学校に代わる安全かつ多様な「居場所」の提供を重点

的に推進します。

本市では、既存施設を核とした居場所づくりを強化しつつ、こどもの主体的な活動を

可能にする環境整備を進めます。

Ⅱ 未来を切りひらくこども・若者への支援

本市の持続的な発展の実現に向け、次代を担う若者が将来に明るい希望を持ち、

経済的に自立し、地域に定着できるような、進学・就労・経済面における強力な支援を

展開します。

こども・若者への就職に向けた相談・サポート体制の充実、技術や資格取得支援等

を図り、若者の定住率向上と社会への積極的な参画を促します。

Ⅲ 困難を有するこども・若者への支援

経済的な困難を抱える世帯、ひとり親家庭、不登校、ヤングケアラーなど、生活基盤

や育成環境に困難を抱えるこども・若者に対し、早期発見、アウトリーチ型の支援を充

実させ、貧困の連鎖を断ち切るための包括的かつ継続的なサポート体制を構築します。

就学援助等の制度を必要に応じて活用し、必要な文具や教材の購入支援を含む経

済的なサポートを強化します。

Ⅳ 子育て当事者を社会全体で支える体制の充実

保護者が孤立することなく、多様な働き方や生活様式に合わせて安心して子育てが

できるよう、地域、学校、行政の連携を強化します。子育て世帯の経済的・精神的負担

を軽減し、子育ての喜びを実感できる社会環境を整備し、地域ぐるみで子育てを応援

する体制の強化を図ります。



７ 施策の体系

基本目標Ⅰ こども・若者が健やかに成長できる環境整備

【成長段階区分】

基

本

施

策

１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

２ 多様な遊びや体験、活動できる機会づくり

３ こども・若者を非行・事件等から守り、安全を確保するための取組

６ 心身の健康づくりの推進

７ 個性と創造力を育む教育の推進

８ こどもの視点に立った居場所づくり

ライフステージを

通して

４ 妊娠前から妊娠期、出産、幼児期まで切れ目のない保健・医療の確保

５ 誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実

こどもの誕生前

から幼児期まで

学童期・思春期

基本目標Ⅱ 未来を切りひらくこども・若者への支援

基

本

施

策

１ ふるさとへの愛着の醸成と国際的視野の育成

２ 社会への旅立ちの支援
学童期・思春期

３ ライフデザインの形成と実現への支援 青年期

基本目標Ⅲ 困難を有するこども・若者への支援

基

本

施

策

１ 支援を必要とするこどもや家庭へのサポート

２ 障がい児・医療的ケア児等への支援

ライフステージを

通して

３ いじめ防止と不登校のこどもへの支援 学童期・思春期

４ 社会的自立に困難を有する若者への支援 青年期

基本目標Ⅳ 子育て当事者を社会全体で支える体制の充実

１ 地域におけるこども・子育て支援の充実等

２ 安心して子育てできる経済的支援の充実

３ 共育ての推進

基
本
施
策



■潟上市こども計画　施策体系別事業一覧

基本目標

1 こどもまんなかの趣旨に関する普及啓発

2 権利に関する理解促進・人権教育の推進

3 差別や多様性に関する意識醸成

1 グリーンランドまつり「こども遊びの広場」開設

2 ボランティア団体への支援

3 こども体験・親子ふれあい体験の充実

4 芸術文化に触れる機会の充実

1 「子ども110 番の家」等緊急避難場所の設置促進

2 自殺予防の推進

3 小・中学校におけるインターネットの健全利用の促進

4 防犯灯の整備促進

5 交通安全・防犯・防災教育の充実

1 特定不妊・先進医療等不妊治療費助成事業

2 一般不妊治療費助成事業

3 不育症治療費助成事業

4 母子健康手帳の交付

5 父子健康手帳の配付

6 妊婦歯科健康診査事業

7 低所得妊婦の初回産科受診料支援事業

8 産前産後サポート事業

9 妊産婦健康診査受診票及び母乳育児相談補助券の交付

10 助産施設への措置

11 乳幼児健康診査

12 乳幼児及び保護者に対する家庭訪問（新生児・未熟児含）・面接及び電話による育児相談

13 潟上市こども家庭センター（かたるん）の運営

14 利用者支援事業（こども家庭センター型）

15 産後ケア事業

16 5歳児相談事業

1 教育・保育施設の整備

2 保育所

3 認定こども園

4 小規模保育事業

5 事業所内保育事業

6 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

7 臨床心理士による発達相談会

8 保育所等の地域の子育て家庭への支援と地域との連携

9 保育所及び認定こども園苦情解決事業

1 ジュニアスポーツ事業

2 スポーツ少年団運営・育成事業

3 食育推進事業

4 予防接種

1 子ども会活動

2 児童館活動

3 読書活動の推進

4 環境学習の推進

5 学校運営協議会制度の推進

6 教育相談体制の充実

7 確かな学力向上のための学校教育の振興

基本施策 施策・事業

1
こども・若者が権利の主体である
ことの社会全体での共有等

2
多様な遊びや体験、活動できる機
会づくり

3
こども・若者を非行・事件等から
守り、安全を確保するための取組

6 心身の健康づくりの推進

個性と創造力を育む教育の推進

１ こども・若者が健や
かに成長できる環境整備

4
妊娠前から妊娠期、出産、幼児期
までの切れ目のない保健・医療の
確保

5
誕生前から幼児期までのこどもの
成長の保障と遊びの充実

7



8 キャリア・スタート・ウィーク推進事業

9 こどもの学習・生活支援事業

10 放課後子ども教室

11 学校評議員

12 幼保小連携理解推進事業

13 幼保小架け橋コーディネーターの配置

1 放課後児童クラブ

2 児童館活動（再掲）

1 外国語教育の充実

2 ふるさと教育の充実

3 関係人口創出事業

1 ボランティア団体への支援（再掲）

2 キャリア・スタート・ウィーク推進事業（再掲）

3 生活困窮者や生活保護受給者に対する就労支援員による支援

4 無料職業紹介所による就業の斡旋

1 生涯学習機会の充実

2 男女共同参画社会づくりの推進

3 出会い・結婚への支援

4 事業者への雇用環境の整備等に関連する情報提供

5 ワーク・ライフ・バランスの理解促進

6 休日保育

1 虐待発生予防、早期発見・早期対応等

2 要保護児童対策地域協議会の設置

3 親子関係形成支援事業

4 ヤングケアラーへの支援

5 生活福祉資金（総合支援資金・福祉資金）の貸付

6 たすけあい資金の貸付

7 ひとり親家庭等日常生舌支援事業

8 母子父子寡婦福祉資金の貸付事業

9 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業  母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業

10 こども家庭支援員・家庭児童相談員による相談対応の充実

11 母子生活支援施設への措置

12 ひとり親家庭を対象とした講習会の開催募集情報の情報提供

13 求職中のひとり親または寡婦等への情報提供

14 母子父子寡婦福祉資金の技能習得資金や生活資金等の貸付

1 障がい児保育事業

2 特別支援教育の充実

3 特別児童扶養手当の支給

4 障害児福祉手当の支給

5 重度心身障害児の医療費の助成

1 スクールカウンセラー配置

2 心の教室、子どもと親の相談員の配置

3 広域カウンセラー、SSWの活用

4 自殺予防の推進（再掲）

5 学校・家庭・地域連携総合推進事業

1 ひきこもり対策

2 生活困窮者や生活保護受給者に対する就労支援員による支援

3 生活困窮者自立支援事業

4 住居確保給付金の支給

5 家計改善支援事業

1 延長保育事業

8
こどもの視点に立った居場所づく
り

1
ふるさとへの愛着の醸成と国際的
視野の育成

2 社会への旅立ちの支援

3
ライフデザインの形成と実現への
支援

2
障がい児・医療的ケア児等への支
援

3
いじめ防止と不登校のこどもへの
支援

4
社会的自立に困難を有する若者へ
の支援

１ こども・若者が健や
かに成長できる環境整備

個性と創造力を育む教育の推進

２ 未来を切り拓くこど
も・若者への支援

３ 困難を有するこど
も・若者への支援

1
支援を必要とするこどもや家庭へ
のサポート



2 預かり保育事業

3 一時預かり事業

4 病児保育事業

5 休日保育（再掲）

6 短期入所生活援助事業（ショートステイ）

7 放課後児童クラブ（再掲）

8 産前産後家事ヘルパー派遣事業

9 多胎妊産婦等支援事業

10 妊婦健康診査

11 妊婦等包括相談支援事業

12 産後ケア事業

13 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

14 養育支援訪問事業

15 利用者支援事業（こども家庭センター型）（再掲）

16 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

17 ファミリー・サポート・センター事業

18 子育て世帯訪問支援事業

19 児童育成支援拠点事業

20 実費徴収に係る補足給付を行う事業

21 多様な事業者の参入促進・能力活用事業

22 公共施設のバリアフリー化

23 公園の整備

25 安全な道路環境の整備

1 児童手当の支給

2 かたがみ未来子育て応援事業

3 子どもの医療費の助成

4 妊婦のための支援給付事業

5 あきた出産・子育て応援給付金事業

6 生活保護事業の適正な運用

7 修学旅行助成事業

8 子どもの就学支援事業

9 要保護・準要保護児童生徒の援助

10 特別支援学級児童生徒の援助

11 育英会奨学金貸与事業（対象：高校生及び大学生等）

12 施設型給付

13 生活福祉資金（教育支援資金）の貸付

14 すこやか子育て支援事業

15 児童扶養手当の支給

1 地域の子育てネットワークづくりへの支援

2 職場環境改善への働きかけ

3 育児休業制度の普及と取得促進の啓発

4 事業所内保育施設設置への働きかけ

5 仕事との両立に向けた子育て支援相談の充実

6 子育て教室の実施

7 託児サービスの実施

8 男性の育児参加推進事業

４ 子育て当事者を社会
全体で支える体制の充実

1
地域におけるこども・子育て支援
の充実等

2
安心して子育てできる経済的支援
の充実

3 共育ての推進



８ 教育・保育の量の見込みと確保の内容

教育・保育提供区域の計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必

要利用定員総数）」「確保の内容（提供体制）」は以下のとおりです。

９ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制

計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」及び確保の内容は以

下のとおりです。

なお、地域子ども・子育て支援事業の実施にあたっては、妊娠期からの切れ目ない支援

に配慮し、母子保健関連施策と連携し、実施します。

（１）１号認定（認定こども園）の量の見込み

単位 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度

量の見込み① 人 89 82 82 83

確保の内容② 人 175 160 160 160

（２）２号認定（保育所、認定こども園）の量の見込み

単位 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度

量の見込み① 人 432 460 455 464

確保の内容② 人 605 555 555 555

（３）３号認定（保育所、認定こども園、小規模保育等）の量の見込み

単位 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度

量の見込み① 人 391 377 375 369

確保の内容② 人 356 459 459 459

（４）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み① 人 15 15 15 15

確保の内容② 15 15 15 15

（１）利用者支援事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み① か所 ７ ７ ７ ７

確保の内容② か所 ７ ７ ７ ７



（２）延長保育事業 ※延べ人数

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

943 989 981 988

確保の内容② 943 989 981 988

箇所数 か所 5 4 4 4

（３）放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①

人

438 402 403 377

低学年 327 303 311 288

高学年 111 99 92 89

確保の内容② 人 515 515 515 515

箇所数 か所 7 7 7 7

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ）

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

5 0 0 0

確保の内容② 10 10 10 10

箇所数 か所 3 3 3 3

（５）地域子育て支援拠点事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

回数

量の見込み① 人回

/月

316 324 322 321

確保の内容② 316 324 322 321

箇所数

量の見込み①
か所

1 1 1 1

確保の内容② 1 1 1 1

（６）一時預かり事業（幼稚園在園児）

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

348 366 362 368

確保の内容② 348 366 362 368

箇所数 か所 4 3 3 3

（７）一時預かり事業（幼稚園以外）

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

997 1,004 995 1,003

確保の内容② 997 1,004 995 1,003

箇所数 か所 3 3 3 3

（８）病児保育事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

237 239 237 239

確保の内容② 350 350 350 350

箇所数 か所 2 2 2 2



（９）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ））

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

152 168 164 155

確保の内容② 152 168 164 155

箇所数 か所 1 1 1 1

（10）妊婦健康診査

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

168 159 157 157

確保の内容② 168 159 157 157

（11）乳児家庭全戸訪問事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

155 155 153 153

確保の内容② 155 155 153 153

（12）養育支援訪問事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

1 1 1 1

確保の内容② 1 1 1 1

（13）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

子どもを守るネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の担当職員や関係機関等の専門性強化

及び関係機関等の連携強化を図り、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応につながる取組を行

います。

（14）子育て世帯訪問支援事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人日

60 60 60 60

確保の内容② 60 60 60 60

（15）児童育成支援拠点事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

0 0 0 0

確保の内容② 0 0 0 0

（16）親子関係形成支援事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

2 2 3 3

確保の内容② 2 2 3 3

（17）産後ケア事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①

人

114 127 139 152

確保の内容② 114 127 139 152

差異（②-①） 0 0 0 0



（18）妊婦等包括相談支援事業

単位 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み①
人

465 465 459 459

確保の内容② 465 465 459 459

（19）実費徴収に係る補足給付を行う事業

低所得で生計が困難である者等のこどもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受

けた場合において、保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、円滑な

特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用を図ります。

（20）多様な事業者の参入促進・能力活用事業

地域のニーズに沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡大を進める上で、多

様な事業者の新規参入を支援するとともに、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図り

ます。


